
（別紙１） 

藤沢市民病院診療材料調達管理業務委託 

公募型プロポーザルにおける業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

  藤沢市民病院診療材料調達管理業務 

 

２ 業務目的 

  物品の調達管理業務を委託することにより、同業務を効率的、効果的に実施 

し、継続的に診療材料費の削減効果の創出と業務の合理化を図る。 

 

３ 委託期間 

  ２０２３年（令和５年）４月１日から２０２６年（令和８年）３月３１日ま 

 でとする。 

なお、業務委託契約は単年度とし、最大で２０２６年（令和８年）３月３１

日までの契約を予定しています。 

 

４ 業務対象施設概要 

  所在地：藤沢市藤沢２丁目６番１号 

  施設名：藤沢市民病院（以下「当院」という。） 

  病床数：５３６床（一般５３０床、感染症６床） 

  一日平均入院患者数：４１６．９人（令和３年度） 

  一日平均外来患者数：１２９１．９人（令和３年度） 

 

５ 業務内容 

（１）基本事項 

  ア 医療の質の向上及び安全を確保し、患者へのサービス向上ができるこ 

と。 

  イ 業務パートナーとして、当院の立場に立った業務運営ができること。 

  ウ 業務の効率化及び合理化、継続的なコスト削減により当院の経営改善 

   に貢献できること。 

  エ 医療スタッフとの協調を重視し、信頼を確保できること。 

  オ 当該業務の運営を支障なく開始できるよう運営準備を進め、２０２３ 

年（令和５年）４月１日から適正に業務を開始できること。 

  カ 当該業務に関し、準備期間及び業務開始後も当院及び施設スタッフに 

対する周知、教育が徹底できること。 



（２）調達に関する事項 

  ア 当院が必要とする物品、併せて新たな物品の要求にも対応できること。 

  イ 物品を一括調達し、業務対象施設に納品又は卸売業者に納品させるこ 

と。 

  ウ 受託者が卸売業者・製造業者等と購入契約を締結する調達業務方式の 

   場合は、卸売業者・製造業者等への代金支払い業務を行うこと。 

  エ 一括調達に伴い、見積手続き、価格交渉支援等を公正かつ公平に行うた 

め、見積結果、価格交渉の結果及び市場価格等を当院に開示できること。 

  オ 計画的及び効率的に価格交渉を行い、適正な価格で調達できること。ま 

た、受託者は公平性・透明性を担保するため、調達する全物品を対象とし 

て受託者の仕入れ価格を当院に開示できること。 

  カ 物品の品目選択は当院が決定すること。 

  キ 手術室、アンギオ室等の持込み材料も調達・材料費削減の対象とできる 

こと。 

  ク 共同購入等によるスケールメリットを享受できること。 

  ケ メーカー間、卸売業者間の競争を促すことが可能なこと。 

  コ 継続的な診療材料費削減活動が可能なこと。 

（３）納品に関する事項 

常に業務に支障が生じることがないよう、各部署に必要な診療材料が必 

要なときに使用できるよう当院が指定する卸売業者に納品させること。 

（４）マスタに関する事項 

  ア 本業務の遂行に必要な管理マスタを作成し、随時更新等をできること。 

  イ 一括修正・登録等にも同様に対応できること。 

  ウ 全国統一コードかつ使用単位による管理がなされること。 

  エ 当院で使用する独自コード等が複数登録可能であること。 

（５）購買管理に関する事項 

購買実績の分析を行い、当院の経営の合理化及び効率化に貢献できるこ 

と。また、月次決算に必要なデータを指定する期日に提出できること。 

（６）情報提供及び改善支援に関する事項 

  ア 全国の実勢価格情報を提供できること。また、他の医療機関と比較がで 

きるように同一物品は同一コードで管理を行うこと。 

  イ 定期的に当院と協議し、同種同効品の整理及び発生防止、新規採用の適 

正化等を提案、支援できること。 

  ウ 新技術、新製品等に関する情報提供ができること。 

  エ 当院が開催する診療材料選定委員会等に参加し、物品の市場価格等の 

情報、医療スタッフの意見聴取をもとに、次の提案及び報告ができること。 



（ア）全国の市場動向（価格情報）を基にした価格削減計画を策定し、提案 

すること。 

（イ）価格削減計画の進捗状況を報告すること。 

（ウ）同種同効品を精査し、必要最小品目での統一化を図るように提案す 

ること。 

（エ）同種同効品を精査し、より安価な同等品を提案すること。 

   オ 継続して受託している他の病院と価格比較が可能であること。 

（７）災害時等に関する対応 

本業務は日常的には受託者が対象物品を納品・供給する必要はないが（受 

託者の提案に基づき当院と受託者で協議の上、当院が最終決定した卸売業 

者が納品する）、震災や風水害等による災害時又は社会情勢等により対象物

品の納入が不安定で当院が必要とする際には、受託者の全国流通網を活用

のうえ、当院に継続供給可能な体制を有していること。 

（８）契約満了時の業務引継ぎ 

   受託者は、次期業務受託者の決定後は、次期業務受託者が業務を開始する

にあたり調達業務に支障をきたさぬよう、適切な引継ぎを行うこと。 

（９）その他 

本業務を遂行するにあたっては、当院の物品管理業務受託者との連携を 

十分に図ること。 

 

以 上   

 

 


